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略語のリスト 
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35 ＵＳＣ１： 米国特許法（米国法典第35巻） 

37 ＣＦＲ１： 特許，商標及び著作権に関する連邦規則（連邦規則法典第37巻） 

ＡＩＡ  ： リーヒ・スミス米国発明法 

 

 

 

         

１ ＵＳＣ又はＣＦＲの後に引用されている数字は，それぞれ特許法又は規則の関連条文を示す。 
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指定（又は選択）官庁 

ＵＳ 

米国特許商標庁 

（ＵＳＰＴＯ） 

国内段階に入るための要件の概要 

概  要

ＵＳ

国内段階に入るための期間 ＰＣＴ第22条(1)に基づく期間  ：優先日から30か月 

ＰＣＴ第39条(1)(a)に基づく期間：優先日から30か月 

国内官庁は権利回復を認めるか 

（ＰＣＴ規則49.6)？ 
認める 

要求される国際出願の翻訳文の言語１ 英語 

要求される翻訳文１ ＰＣＴ第22条に基づく場合：願書・明細書・請求の範囲（補正

された場合には，最初に提出したもの・補正されたものの双

方，及びＰＣＴ第19条に基づく説明書)・図面の中の説明・要約２

ＰＣＴ第39条(1)に基づく場合：願書・明細書・請求の範囲・図

面の中の説明・要約（それらのいずれかが補正された場合に

は，最初に提出したもの・特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ

章）の附属書により補正されたものの双方)２ 

特別な状況において国際出願の写しが 

要求されるか？３ 

国際出願の公開前に国内出願を行う場合にのみ，出願人は国際出

願の写しを送付しなければならない。これは出願人がＰＣＴ第23

条(2)に基づく国内段階の早期開始の明示の請求をした場合が考

えられる。 

国際出願が受理官庁としてのＵＳＰＴＯに提出されている場合

には，要求されない。ＰＣＴ第19条に基づき国際事務局に提出

された請求の範囲の補正の写しは，前の項に示された条件で要

求される。 

国内官庁は国内法に基づきカラー図面を 

認めるか？ 

認める。出願人はカラー図面又はカラー写真の受理請求手数料

（37 CFR 1.17(h)参照）と併せて，カラー図面が必要である理

由を説明した申請書を提出しなければならない。カラー図面の

受理請求の検査に関するガイドは，特許審査便覧（ＭＰＥＰ）§ 
608.02，サブセクションⅧに記載されている（次を参照：

https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/current/d0e4763

9.html)。カラー図面を添付して国際出願が行われ，国際事務局

が白黒図面のみを公開した場合，出願人は，その後の国内段階

でカラー図面の追加を求める補正に新規事項が含まれているの

か否かを判断するときに，国際出願日に存在していたカラー図

面に依拠する資格を有する。 

［次頁に続く］ 

 

 

 

 

 

         

１ ＰＣＴ第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。出願人への通知に応答して，この
要件を満たすことができる。ただし，この期間よりも遅い時に翻訳文を提出するための取扱手数料を支払
うことを条件とする。 

２ 補正の翻訳文が提出されない場合，補正は取り消されたものとみなされる（37 CFR 1.495(d)及び(e))。 

３ ＰＣＴ第22条又は第39条(1)に基づく期間内に提出しなければならない。 
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ＵＳ 米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）(続き） ＵＳ

国内手数料４,５ 通貨：米国・ドル(USD) 

                              小規模  極小規模 
                              事業体   事業体 

基本国内手数料６  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥USD  350  (140)    (70) 

調査手数料：７ 

 －国際予備審査機関（ＵＳ）が特許性に関する国 

際予備報告（第Ⅱ章）を作成した，又は国際調 

査機関（ＵＳ）が書面による見解を作成してお 

り，提出されたすべての請求の範囲がＰＣＴ第 

33条(1)から(4)までの規定を満たしている場合  USD    0   (0)    (0) 

 －国際調査機関としてのＵＳＰＴＯに支払う国際 

調査手数料 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  150   (60)    (30) 

 －米国以外の国際調査機関が調査報告を作成して 

おり，調査報告が提出される又は国際事務局か 

ら既にＵＳＰＴＯに送達されている場合 ‥‥‥ USD  580  (232)   (116) 

 －その他の状況すべて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  770  (308)   (154) 

審査手数料：７ 

 －国際予備審査機関（ＵＳ）が特許性に関する国 

際予備報告（第Ⅱ章）を作成，又は国際調査機 

関（ＵＳ）が書面による見解を作成しており， 

提出されたすべての請求の範囲がＰＣＴ第33条 

(1)から(4)までの規定を満たしている場合 ‥‥ USD   0   (0)    (0) 

 －その他の状況すべて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  880  (352)   (176) 

100枚を超える明細書及び図面，50枚又はその端数 

ごと（電子媒体で提出された配列リスト又はコン 

ピュータープログラムを除く)７ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  450  (180)    (90) 

３個を超える独立形式の各請求の範囲の追加の 

手数料７‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  600  (240)   (120) 

20個を超える独立形式又は従属形式の各請求の 

範囲の追加手数料７‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  200   (80)    (40) 

出願が１つ以上の多数項引用形式の請求の範囲を 

含む場合の追加手数料： 

出願１件につき７  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  925  (370)   (185) 

国内段階手続の開始日後の，調査手数料若しくは 

審査手数料の支払，又は誓約書若しくは宣言書の 

提出のための割増料７  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD  170   (68)    (34) 

ＰＣＴ第22条又は第39条(1)に基づく期間の満了後に 

英語による翻訳文を提出するための手数料７  ‥‥‥ USD  150   (60)    (30) 

［次頁に続く］ 

         

４ これらの手数料は定期的に変更される。適用される額については米国特許商標庁に問い合わせるか，又は 
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule からＵＳＰＴＯ
の現行の手数料表を参照されたい。 

５ 「小規模事業体（small entity)」及び「極小規模事業体（micro entity)」についての情報は，ＵＳ.19-
21を参照。 

６ ＰＣＴ第22条又は第39条(1)に基づく期間内に支払わなければならない。 

７ 基本国内手数料と共に支払われない場合，ＵＳＰＴＯは通知で定めた期間内に手数料を支払うよう出願人
に求める。 
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ＵＳ 米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）(続き） ＵＳ

国内手数料（続き)８,９                     小規模  極小規模 
                    事業体   事業体 

大規模配列リスト提出手数料： 

 －300MBから800MBまでの 

  配列リスト提出‥‥‥‥ USD  1,140  (456)   (228) 

 －800MBを超える配列リスト 

  提出‥‥‥‥‥‥‥‥‥ USD 11,290 (4,516)  (2,258) 

国内手数料の免除，減額又は払戻し 国内手数料の減額は上記に掲げられている国内手数料に示され

ている 

国内官庁の特別の要件 

（ＰＣＴ規則51の2） 

発明者の宣誓書又は宣言書10 

情報開示説明書が推奨される11 

該当すれば，電子形式によるヌクレオチド・アミノ酸の配列表12

誰が代理人として行為できるか？ 国内官庁に対して手続するために登録された弁理士又は特許代

理人。弁理士及び代理人登録名簿は次のインターネットウェブ

サイトから入手できる。https: //oedci.uspto.gov/OEDCI/ 

国内官庁は受理官庁による優先権回復の

効果を認めるか（ＰＣＴ規則49の3.1)？ 

認める 

国内官庁は優先権の回復請求を認めるか

（ＰＣＴ規則49の3.2)？ 

認める。国内官庁は当該請求に「故意ではない」の基準を適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

８ 脚注４を参照。 

９ 脚注５を参照。 

10 ＵＳ.23-26を参照。 

11 ＵＳ.28-32を参照。 

12 ＵＳ.09を参照。 
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U S

国内段階の手続 
 
 

35 USC 116 

to 118 

37 CFR 1.42, 43, 45,  

46, and  

1.421 to 1.424 

US. 01 出願人 

 2012年9月16日以降の出願日を有する米国国内段階出願について，次のいずれかの者は出願

人となることができる。 
 
 (a) １名又は複数名の発明者； 
 

 (b) 死亡した又は法的無能力者となった出願人の法定代理人； 
 

 (c) 譲受人； 
 

 (d) 譲受義務者（すなわち発明者が発明の譲渡先としなければならない者)； 
 

 (e) 出願についてその他の十分な財産的利益があることを証明する者。 
 

 このような出願の国際段階で出願人として特定された者は，発明者でない場合であって

も，通常であれば米国国内段階出願について出願人とみなされる。 

 

 US. 02 案件についてその他の十分な財産的利益があることを証明する者が出願人となる場

合，その出願人は次を含む申請を行わなければならない：所定の手数料，その者が案件につ

いて十分な財産的価値を有することの証拠，案件についてその他の十分な財産的利益がある

ことを証明する者が発明者に代わり又は発明者の代理人として出願することが各当事者の権

利保全のために適切である旨の説明書。 
 

 US. 03 発明者 

 2012年9月16日より前の国際出願日を有する米国国内段階出願について，発明者は出願人で

あることが要求され，発明者が死亡，心神耗弱又はその他の法的無能力者の場合には，発明

者の法定代理人であることが要求される。これは国内段階書類が2012年9月16日より後に提出

された場合であっても適用される。 

 

37 CFR 1.41 US. 04 2012年9月16日以降の国際出願日を有する米国国内段階出願の発明者は，最初の国内

段階提出書類を伴う出願データ用紙に記載された発明者又は共同発明者である（US.06参
照)。2012年9月16日以降の国際出願日を有する出願に関する最初の国内段階提出書類に適切

な出願データ用紙が添付されていない場合，又は，2012年9月16日より前の国際出願日を有す

る国内段階出願の場合，その発明者は，ＰＣＴ規則92の2に基づく変更を含む，国際出願に記

載された発明者又は共同発明者となる。 

 

 US. 05 国内段階へ移行するための様式 

 ＵＳＰＴＯは，国内段階移行のために必要である手数料及び書類を添付するのための特別

の送付様式として様式ＰＴＯ-1390（附属書US.Ⅲ参照）を用意している。様式ＰＴＯ-1390

は35 USC 371に基づく国内段階移行としての提出であることを明確に特定しており，これは

適切な処理のために必要なので，この様式を使用することが強く推奨される（US.11参照)。

更に様式ＰＴＯ-1390は，国内段階出願に概して要求される又は適用可能性がある項目の

チェックリスト，そして特定の国内段階出願において該当する可能性がある特定の請求を行

う仕組みを出願人に提供する。たとえば様式ＰＴＯ-1390には，国内段階処理をすみやかに開

始するための明確な請求（US.37参照)，国際段階で行った補正を加入しないためのＵＳＰＴ

Ｏに対する指示，小規模事業体の主張（US.20参照）などを行うためのチェック欄が含まれて

いる。ただし様式ＰＴＯ-1390の使用は義務づけられていない。 
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U S  

37 CFR 1.76 

1.495(c) 

US. 06 出願データ用紙（ＡＤＳ） 

 上述した様式ＰＴＯ-1390と併せて，｢出願データ用紙｣(ＡＤＳ）の提出も出願人に強く推

奨される。｢ＡＤＳ」はＵＳＰＴＯが電子的に書誌データを取り込む作業を容易にし，出願書

類から手作業での書誌データの抽出が不要となり，データ記録の正確性と処理の迅速性を向

上させることを目的としている。2012年9月16日以降の国際出願日の場合に使用される出願

データ用紙（様式ＰＴＯ/ＡＩＡ/14）及びその作成要項については次のウェブサイトを参照

されたい：http://www.uspto.gov/patents/apply/forms  
 

 様式ＰＴＯ/ＡＩＡ/14 は附属書US.Ⅳに添付されている。 

 
 US. 07 2012年9月16日以降の国際出願日を有する出願について，所定の発明者の宣誓書又は

宣言書を遅延提出する場合には出願データ用紙が要求される（後述するUS.26参照)。 
 

37 CFR 1.1 

1.5 

1.6(d), (g) 

1.8(a)(2) 

US. 08 通 信 

 国内段階で要求される事項は，ＵＳＰＴＯの特許電子システム（Patent Center）を使用し

てオンライン提出することが望ましい。Patent Centerによって利用者は，35 USC 371に基づ

く米国国内段階移行の関連書類を含む各種の特許出願書類を，ＵＳＰＴＯに電子的に直接提

出することができる。出願人は，35 USC 371に基づく米国国内段階移行の書類を電子的に提

出する場合，様式ＰＴＯ-1390を引き続き使用することが推奨される（US.05参照)。特許電

子システムを使用した米国特許出願の電子提出に関する更なる情報は， https://

www.uspto.gov/patents/apply から入手することができる。技術系の完全サポートは Patent 

Electronic Business Center (ＥＢＣ)，電話番号 (1-866) 217 91 97 において，月曜から

金曜（連邦休日を除く)，東部標準時間午前6時～深夜12時に利用可能である。ＥＢＣ宛の電

子メールは ebc@uspto.gov で随時受け付けている。特許電子システムに障害が発生し利用不

可能となった場合には，次のウェブサイトから代替提出方法に関する情報を入手することが

できる。 

https://www.uspto.gov/patents/apply/filing-online/filing-documents-during-outage 

 
 

 US. 09 Patent Center は，拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）フォーマットによる配列

表の電子提出を可能とする機能を追加している。この追加機能はＷＩＰＯ標準ＳＴ.26が実施

された観点から重要であり，同標準は米国配列規則37 CFR 1.831－1.839に導入され，2022年

7月1日以降の国際出願日を有するすべての国内段階出願において提出される配列表は，Ｓ

Ｔ.26に準拠していることが要求される。2022年7月1日より前の国際出願日を有するすべての

国内段階出願に関して，配列表はＳＴ.26のＸＭＬファイルではなく，37 CFR 1.821－1.825

に規定するＳＴ.25フォーマットによるＡＳＣＩＩテキストファイル（.ＴＸＴ）によって提

出することができる。Patent Centerは，テキスト又はＸＭＬフォーマットによる配列表の

ファイルサイズを最大100ＭＢに制限しており，これはその他の種類のファイルとは別個に

アップロードしなければならない。100ＭＢを超える配列表のファイルは，37 CFR 1.10に従

いＵＳＰＳから Priority Mail Express® を使用して，同日付で37 CFR 1.52(e)に従い光学

ディスクで提出すること，又は手交で提出することができる。なお，国際出願の明細書の一

部である配列表の写しに関しては，国際事務局（ＩＢ）が国際出願を公開済であれば，ＵＳ

ＰＴＯに対する国内段階移行時に提出する必要がない。ＵＳＰＴＯはＰＣＴ第20条に基づ

き，配列表を含む公開済の国際出願の写しをＩＢから入手する。明細書の一部として配列表

が含まれている旨は，公開国際出願のフロントページに表示される。Patent Centerのファイ

ルサイズはＰＤＦファイルごとに25ＭＢに制限されるが，このサイズの文書を最大で60件ま

で単一の電子パッケージによって提出することができる。 
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 US. 10 国内段階の書類は，次に郵送することもできる：Mail Stop PCT, Commissioner for 

Patents, P.O.Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, USA。出願人が「35 USC 371 及び 37 

CFR 1.495に基づく出願受理の通知」を受領している場合，｢Mail Stop PCT」は削除すべきで

ある。米国出願番号（たとえば18/123,456）が割り当てられている場合には，書類上に表示

すべきである。米国出願番号がまだ割り当てられていない場合，通信には，出願人の氏名若

しくは名称，国際出願日，国際出願番号及び発明の名称を記載すべきである。重要な点とし

て，国内段階移行又は所定の基本国内手数料支払に使用する国際出願の写しはファクシミリ

で送付してはならない点に注意されたい。 
 

35 USC 371 

111 

37 CFR 1.495(g) 

 

US. 11 ＵＳＰＴＯは，ＰＣＴに基づく国内段階移行書面の提出時に，国内段階移行の明確

な意思表示を含むよう出願人に要求している。この表示要件は通常であれば，国内段階移行

用の様式ＰＴＯ-1390（US.05参照）を使用することによって満たされる。発明者の宣言書又

は宣誓書（US.23参照）における，優先権主張又はその他の目的での，先の出願としての国

際出願の特定は，ＰＣＴに基づく国内段階移行の十分な意思表示とみなされない。37 CFR 

1.495(g)に従い，最初に提出された出願書類に，35 USC 111(a)に基づく新たな米国国内特許

出願と35 USC 371に基づき国内段階移行のために提出した書面との間で整合しない表示が

（たとえば出願書類，ＵＳＰＴＯ特許電子システムに記入されたデータなどに）含まれてい

る場合，ＵＳＰＴＯはその出願を35 USC 371に基づく国内段階移行のための書面提出として

扱う。 
 

35 USC 371(d) 

37 CFR 1.492(i) 

1.495(c)-(e) 

US. 12 翻訳文（遅延提出） 

 出願人が基本国内手数料を支払い，国際出願の写しを国内段階移行期間内に受領したが，

国際出願の翻訳文を出願人が提出していない又は不完全な場合には，翻訳文を提出する期間

を定めた通知が出願人に送付される。この場合に出願人は，処理手数料の支払を条件とし

て，期間内の翻訳文の提出が認められる。処理手数料額は附属書US.Ⅰに表示されている。通

知に定められた期間は，通知の日から２か月又は優先日から32か月のうち，いずれか遅い方

である。通知で定める期間は 37 CFR 1.136(a)の規定に基づき延長できる（後述する

US.43(i)参照)。国際出願の翻訳文の提出要件には，明細書の配列表部分も含まれる。非英

語フリーテキストを含むＳＴ.25テキストファイルが国際出願の一部を構成する場合，出願人

は非英語テキストが英語翻訳文に置き換えられている翻訳配列表のテキストファイルを提出

し，これを明細書の配列表部分の翻訳文の提出として明確に特定すべきである。国際出願の

一部を構成するＳＴ.26のＸＭＬフォーマットによる配列表に，英語の値を含まない1つ又は

複数の言語依存qualifierが含まれている場合，出願人はすべての言語依存qualifierが英語

による値を含む翻訳配列表を提出し，これを明細書の配列表部分の翻訳文の提出として明確

に特定すべきである。請求の範囲に関する補正書がＰＣＴ第19条に基づき国際事務局に提出

されたが，出願人が国内段階移行期間内に当該請求の範囲に対する補正の翻訳文又は写し

（国内段階に入るための要件の概要参照）を提出しなかった場合，その請求の範囲に対する

補正は取り消されたものとみなされる。たとえば第34条の補正など，国際予備審査報告の附

属書の翻訳文はＰＣＴ第39条(1)に基づく期間の満了前に提出しなければならない。ただし附

属書の翻訳文は，国際出願の翻訳文又は発明者の宣誓書若しくは宣言書の提出，調査手数

料，審査手数料又は出願規模手数料の支払のための37 CFR 1.495(c)に基づく指定期間内であ

れば，いつでも提出できる。附属書の翻訳文が適時に提出されない場合，附属書に含まれる

補正は取り消されたものとみなされる。ただし当該補正は後の段階で再度提出できる

（US.33参照)。 
 

 US. 13 翻訳文（補充） 

 国際出願の翻訳文の誤りは，出願時の国際出願の本文を基準として補充することができる

（国内段階6.002及び6.003項を参照)。ＵＳＰＴＯに提出された翻訳文に不備がある場合につ

いては前項を参照されたい。 
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35 USC 371(d) 

37 CFR 1.495(b) 

1.6(d)(3) 

1.8(a)(2)(i)(F) 

US. 14 国内手数料の支払 

 基本国内手数料は，国内段階移行期間内（ＰＣＴ第22条(1)又は第39条(1)(a)参照)，すな

わち優先日から30か月以内に支払わなければならない。この期間は延長できない。基本国内

手数料が適用される期間内に支払われない場合，出願は米国に関して放棄されたものとな

る。預金口座宛，クレジットカード又はその他の手段で基本国内手数料を請求する認可書を

ファクシミリで送付してはならない。 
 

37 CFR 1.492(b)(1)-(4) US. 15 調査手数料 
 出願人が国内段階移行期間内に基本国内手数料を支払い，国際出願の写しを受領している

が，調査手数料が支払われていない場合には，調査手数料の支払期間を指定した通知を出願

人に送付する。出願人はその後，割増料を伴い，調査手数料を支払うことができる。調査手

数料及び割増料の額は附属書US.Ⅰに示されている。通知で指定する期間は37 CFR 1.136(a)

の規定によって延長することができる（US.43(i)参照)。 
 

37 CFR 1.492(c)(1)-(2) US. 16 審査手数料 
 出願人が国内段階移行期間内に基本国内手数料を支払い，国際出願の写しを受領している

が，審査手数料が支払われていない場合には，審査手数料の支払期間を指定した通知を出願

人に送付する。出願人はその後，割増料を伴い，審査手数料を支払うことができる。審査手

数料及び割増料の額は附属書US.Ⅰに示されている。通知で指定する期間は37 CFR 1.136(a)

の規定によって延長することができる（US.43(i)参照)。 

 

37 CFR 1.492(j) US. 17 出願規模手数料 
 明細書及び図面の用紙が100枚を超える米国国内段階出願又は国内出願については，追加50

枚又はその端数ごとに出願規模手数料が適用される。米国国内段階出願の出願規模手数料

は，公開言語にかかわらず，公開国際出願の明細書及び図面の用紙枚数に基づき計算する。

明細書（specification）には説明部分（Description)，請求の範囲，要約が含まれる。それ

以外で国際公開に一般的に含まれる用紙，すなわち第19条補正書・説明書，国際調査報告

書，追加書誌データなど（要約を含むカバー用紙を除く）は出願規模手数料の計算時に考慮

されない。手数料の額は附属書US.Ⅰに示されている。 

 

37 CFR 1.75(c) 

37 CFR 1.492(d)-(g) 

37 CFR 1.121(c) 

US. 18 追加の請求の範囲の手数料 

 ３個を超える各独立請求の範囲，20個を超える各請求の範囲，及び複数項従属請求の範囲

を含む出願について，追加請求の範囲手数料が適用される。手数料計算に関して，追加の請

求の範囲の数は，国内段階の開始時に有効な請求の範囲を基礎として計算しなければならな

い（補正書が提出されている場合には，ＰＣＴ第19条若しくはＰＣＴ規則66.1，66.3及び

66.4の規定に基づく補正後の請求の範囲の数，又はＰＣＴ第28条若しくは第41条の規定に基

づく国内段階移行時に適用される米国規則に従い出願人が提出した予備補正後の請求の範囲

の数)。出願人が正しい額の追加請求の範囲の手数料を支払わない場合，ＵＳＰＴＯは手数料

不備の通知を送付し，支払日において適用される額の手数料を支払うよう要求する。出願放

棄処分を回避するためには，手数料不備の通知で指定された期間の終了前に，手数料を支払

うこと，又は補正によって請求の範囲を取り消すことが必要である。 
 

37 CFR 1.27, 1.28, 

1.29, 1.33, 

1.492 

US. 19 「小規模事業体」又は「極小規模事業体」のための手数料の割引 
 「小規模事業体(small entity)」又は「極小規模事業体(micro entity)」の資格を有する

出願人は一部の手数料についてそれぞれ60％又は80％の減額を受けることができる。 
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 US. 20 「小規模事業体」である旨は，特別の様式を使用しなくても「小規模事業体」の資

格がある旨を単に書面で申立てを行うことで確立される。更に「小規模事業体」である旨

は，上述したUS.06の出願データ用紙若しくは上述した附属書US.05の様式ＰＴＯ-1390に設

けられた欄にチェック印を入れること，又は小規模事業体用の基本国内手数料額を正確に支

払うことによって確立することもできる。2012年9月16日以降の国際出願日を有する米国国内

段階出願について「小規模事業体」である旨を主張できる当事者には，出願人，登録特許実

務者若しくは代表者権能に基づき行為する実務者，発明者又は共同発明者（発明者が出願人

である場合）又は譲受人が含まれる。小規模事業体である旨の主張には，その資格があるこ

との決定が要求される。2012年9月16日より前の国際出願日を有する米国国内段階出願につい

て「小規模事業体」である旨を主張できる当事者には，登録実務者，複数発明者のうちの１

人，一部譲受人も含まれる（譲受人が小規模事業体である旨を主張する場合には，37 CFR 

1.33(b)の規定による当事者が行わなければならない)。 
 

 US. 21 「極小規模事業体」としての資格は「総所得」又は「高等教育機関」のいずれかを

ベースとして確立される。いずれのベースでも出願人は「小規模事業体」の要件も満たさな

ければならない。｢小規模事業体」の場合と異なり，単に出願データ用紙若しくは国内段階移

行用の様式ＰＴＯ-1390に設けられた欄にチェック印を入れて「極小規模事業体」である旨を

主張すること，又は正確な額の基本国内手数料を支払うことだけでは「極小規模事業体」で

ある旨が確立されない。それに代えて「極小規模事業体」である旨の資格証明書を提出しな

ければならない。ＵＳＰＴＯは「極小規模事業体」である旨の証明に使用する様式ＰＴＯ/Ｓ

Ｂ/15Ａ及びＰＴＯ/ＳＢ/15Ｂを用意している。これらの様式はＵＳＰＴＯウェブサイト

https://www.uspto.gov/patents/apply/forms から入手できる。証明書様式の写しは附属書

US.Ⅴ及び附属書US.Ⅵにも添付されている。｢極小規模事業体」である旨の証明書は 37 CFR 

1.33(b) に基づく資格を有する当事者が作成しなければならない。登録実務者は企業又は機

関である出願人のために証明書に署名が要求されることに留意されたい。たとえば譲受人で

ある企業が出願人である場合，その企業の役員は「極小規模事業体」である旨の証明書に署

名する資格を持たない。 

 

37 CFR 1.23 US. 22 手数料（支払方法） 
 概要及び本章に表示する手数料の支払方法は附属書US.Ⅰに概説されている。クレジット

カード支払様式（様式ＰＴＯ-2038）の写し及びその案内は附属書US.Ⅱに添付されている。

基本国内手数料を預金口座，クレジットカード又はその他の手段で引き落とす承諾書をファ

クシミリで送付することは認められないので留意されたい。 
 

35 USC 115 

371(c)(4) 

and (d) 

37 CFR 1.497 

1.495(c) 

1.63 

1.64 

US. 23 発明者の宣誓書又は宣言書 
 米国発明法（ＡＩＡ）施行に伴う変更の結果として，発明者の宣誓書又は宣言書に関する

要件は出願が行われたのが2012年9月16日より前か後かによって異なる。2012年9月16日以降

の国際出願日を有する出願に使用する適切な宣言書の見本は附属書US.Ⅶに添付されてい

る。更にＰＣＴ願書様式（ＰＣＴ/ＲＯ/101）の第Ⅷ欄(iv)にも「発明者である旨の申立て

（米国を指定国とする場合)」が含まれている。ＰＣＴ願書様式（ＰＣＴ/ＲＯ/101）の第Ⅷ

欄(iv)に含まれている申立ては2012年9月16日付のＰＣＴ願書様式（ＰＣＴ/ＲＯ/101）の改

訂でアップデートされ，米国法の改正に適合させている。したがって2012年9月16日以降の国

際出願日を有する出願について，過去のバージョンのＰＣＴ願書様式（ＰＣＴ/ＲＯ/101）に

含まれていた「発明者である旨の申立て（米国を指定国とする場合)」は現行の米国法に適合

せず，ＵＳＰＴＯはこれを受理しない。 

 
 US. 24 2012年9月16日以降の国際出願日を有する出願について，発明者が死亡した場合，成

年被後見人である場合，宣誓又は宣言を拒否した場合，又は相当な努力を払ったにもかかわ

らず発明者が発見できない，又は連絡が取れない場合には，発明者の宣誓書又は宣言書に代

えて「代替陳述書」を提出することができる（｢代替陳述書」の見本は附属書US.Ⅷに添付さ

れている)。 
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 US. 25 2012年9月16日より前の国際出願日を有する出願について，出願人が国内段階移行期

間内に基本国内手数料を支払い，国際出願の写しを受領しているが，発明者の宣誓書又は宣

言書を提出していない場合には，宣誓書又は宣言書の提出期間を指定した通知を出願人に送

付する。出願人はその後，割増料を伴い，宣誓書又は宣言書を提出することができる。割増

料の額は附属書US.Ⅰに示されている。通知で指定する期間は，通知の日から２か月又は優

先日から32か月のいずれか遅く終了する期間である。通知で指定する期間は37 CFR 1.136(a)

の規定によって延長することができる（US.43(i)参照)。 

 
 US. 26 2012年9月16日以降の国際出願日を有する出願について，各発明者を指定して各発明

者の住所及びあて名を提示するための「ＡＤＳ｣(US.06参照）を提出することによって，出願

が例外を除き許可状態となるまで，出願人は発明者の宣誓書又は宣言書の提出（又は該当す

れば代替陳述書の提出）を遅らせることができる。この場合，ＵＳＰＴＯは受理通知（様式

ＰＣＴ/ＤＯ/ＥＯ/903）を発行し，出願を公開及び審査に付託する。ただし受理通知（様式

ＰＣＴ/ＤＯ/ＥＯ/903）には，宣誓書又は宣言書の提出要件が満たされていない旨を表示す

る。 

 
37 CFR 1.31 

1.32 

US. 27 委任状 
 出願人が１名又は複数名の個人である場合，弁理士又は代理人による代理は要求されな

い。ただし法人（たとえば組織である譲受人）は弁理士又は代理人による代理が要求され

る。弁理士又は代理人が出願人を代理する場合には，ＵＳＰＴＯに業として手続するために

登録された弁理士又は代理人に対する，出願人・発明者が署名した委任状が要求される。

2012年9月16日以降の国際出願日を有する出願に使用する委任状の見本（様式ＰＴＯ/ＡＩＡ

/80，81及び及び82）は附属書US.ⅨからⅩⅠまでに添付されている。弁理士又は代理人によ

る代理がきわめて望ましい。 
 

37 CFR 1.56 

    1.97 

and 1.98 

US. 28 情報開示説明書 
 出願人は，国内段階移行日から３か月以内（安全性を考慮して）に情報開示説明書をＵＳ

ＰＴＯに提出しなければならない。ＵＳＰＴＯに対する当該説明書には，出願人又は出願の

準備過程若しくは手続に関与した者が知っている発明の特許性について関与する全情報を開

示しなければならない。当該情報が出願中において既に記録されている情報と重ならない場

合であって，更に，(1) それ自体で又は他の情報との組合せで，請求の範囲の非特許性の一

応の事例であることを証明する場合，又は，(2)(i) ＵＳＰＴＯが根拠とした非特許性の議論

に異議を述べるに際して，若しくは，(ii) 特許性の議論を主張するに際して，出願人の立場

を論駁する若しくはそれに矛盾するものである場合，当該情報は特許性に関与するものであ

る。特許性を否定する結論を導くために提出される証拠を考慮する前に，証拠の優越及び挙

証責任に基づき請求の範囲の各文言について，明細書と矛盾しない最も広い合理的な解釈を

行うことで，当該情報によって請求の範囲は特許性がないと結論せざるを得ない場合には，

特許性がない旨の一応の判断を行う事例とされる。 
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 US. 29 情報開示説明書には次の事項を記載しなければならない。 
 
 (1) 特許，出願，公開又はその他の情報の列記（様式ＰＴＯ/ＳＢ/08a及び08bを使用する

ことが望ましい，附属書US.ⅩⅡ参照)。米国特許及び米国特許出願は，その他の書類からの

引用とは別の章に列記しなければならない。列記された各頁には次の情報を記載しなければ

ならない。 
 
  (i) 情報開示が行われた出願の出願番号 
 
  (ii) 考慮すべき各文献の横に，審査官のイニシャル記入用の余白欄を設ける 
 
  (iii) 当該項目が情報開示の説明であることを明確に示す見出し 
 
 (2) 米国特許及び米国特許出願公開を除き，列記された各項目の写し 
 
 (3) 英語以外の言語で列記された各項目については，関連性についての簡潔な説明 
 
 (4) 情報開示説明書に，§1.17(v)基づき適用される情報開示説明書サイズ手数料が添付さ

れている旨の明確な申立書（様式ＰＴＯ/ＳＢ/08cによるものが望ましい，附属書US.ⅩⅡ参

照)，又は§1.17(v)に基づき情報開示説明書サイズ手数料が要求されない旨の明確な書面に

よる申立書 

 
 US. 30 出願人は更に，https://www.uspto.gov/patents/apply/forms のＵＳＰＴＯウェブ

サイトからダウンロード可能な情報開示陳述書-Patent Center自動読み込みバージョン（Ｓ

Ｂ/08-Patent Center）を使用して，Patent Center経由で情報開示陳述書を提出することも

できる。ＳＢ/08-Patent Centerは包括的な様式であり，利用者は特許文献及び非特許文献の

引用，情報開示陳述書のタイミングに関する説明書の作成及びタイミング手数料の支払，並

びに情報開示陳述書サイズ手数料に関する主張の作成及びサイズ手数料支払を行うことがで

きる。 

 
35 USC 371 

37 CFR 1.97 

and 1.98 

US. 31 ただし審査官は，様式ＰＣＴ/ＤＯ/ＥＯ/903に（この様式は，国内段階へ移行した

後に，35 USC 371に基づき国際出願が受理された旨を出願人に通知するために送付される)，

国際調査報告及び先行技術文献の写しの両方が国内段階の一件書類に含まれている旨が示さ

れていれば，ＰＣＴ国内段階出願において，国際調査報告で引用された文献を考慮する。こ

の場合に審査官は，国際調査報告による文献を考慮し，最初のオフィシャルアクションでの

説明によって，この情報が考慮されている旨を示す。審査官が引用文献通知（様式ＰＴＯ-

892）において文献の一覧を示すことは要求されていない。結果的に発行される特許の中でこ

れらの先行技術文献についての情報を印刷するためには，出願人は別個に一覧表を提出しな

ければならない（様式ＰＴＯ/ＳＢ/08a及び08bによるものが望ましい)。様式ＰＣＴ/ＤＯ/Ｅ

Ｏ/903に，国際調査報告及び先行技術文献の写しの両方が国内段階の一件書類に含まれてい

る旨が示されていなければ，出願人は，国際調査報告で引用された文献を審査官に必ず考慮

させるために，上述した37 CFR 1.97 及び 1.98（情報開示説明書の提出及び内容に関する）

に基づく手続に従わなければならない。 
 

37 CFR 1.97(e) US. 32 非英語の書類の該当部分の英語による翻訳文は，既存の翻訳文を出願人が容易に入

手できるのであれば，提出しなければならない。請求の範囲に係る発明に関係する追加情報

が説明書送付後に入手可能となった場合には，入手可能となってから３か月以内に，補足情

報開示説明書によって提出しなければならない。該当する情報を完全に開示しない場合に

は，米国特許の権利行使が不能となるおそれがある。国内段階移行後，又は最初のオフィ

シャルアクションが郵送されてから３か月経過後であって，最終のオフィシャルアクション

又は許可通知が出される前に，情報開示説明書を提出する場合，一般的には手数料又は37 

CFR 1.97(e)に基づく適切な説明書が要求される。最終のオフィシャルアクション又は許可通

知が出された後であるが発行手数料の支払前であれば，情報開示説明書が考慮されるために

は，手数料及び37 CFR 1.97(e)に基づく適切な説明書が要求される。 
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PCT Art. 28 

 

 
 
35 USC 133 

37 CFR 1.111 to 1.127 
 
37 CFR 1.116 

US. 33 出願の補正及びその時期 
 発明の開示に新規事項を取り入れないことを条件として，出願人は次の補正を行うことが

できる。 
 
  (i) ＵＳＰＴＯが特許の付与又は拒絶の最終決定をする前にあっては，出願人の意思又

は審査官の要求によって，明細書，請求の範囲及び図面を補正することができる。 
 
  (ii) 最終決定の後にあっては，請求の範囲の取下げ若しくは審査官が指示した方式要件

の受諾，又は拒絶された請求の範囲の形態を再審査請求時に改善する場合のみ，補正するこ

とができる。 
 

37 CFR 1.121 

1.125 

US. 34 補正の方法及び要求される書式については適用される米国法制度，特に37 CFR 

1.121及び1.125を参照されたい。国内段階で有効に請求の範囲を補正する要件の１つは，係

属中及び取り下げられた請求の範囲すべての本文を含む，これまで提出した請求の範囲すべ

ての完全なリストである。このリストにおけるすべての請求の範囲の状況を，請求の範囲の

番号に続く次のいずれかの括弧書きの見出しの１つによって表示しなければならない：(変更

な し （ Original)) ， ( 補 正 済 （ Currently Amended)) ， ( 取 消 （ Canceled)) ， ( 取 下 げ

（Withdrawn))，(過去に提出（Previously Presented))，(新規（New))，(未記入（Not 

Entered))。すべての「補正済」請求の範囲には，請求の範囲の補正直前バージョンに対して

行われた変更を表示するマーキングとして，追加を示すアンダーライン，削除を示す取消線

又は二重括弧を含まなければならない（請求の範囲の補正に関する詳細は37 CFR 1.121(c)参

照)。国内段階出願で提出した請求の範囲の補正では，国際出願日に提出しており変更又は取

消でない請求の範囲に「変更なし」の状況見出しを使用しなければならないことに出願人は

留意されたい。｢過去に提出」の状況見出しは，国際段階でＰＣＴ第19条若しくは第34条に基

づき追加又は変更し，その後に国内段階に移行した請求の範囲について，国内段階で補正書

を提出する場合に使用しなければならない。｢取消」の状況見出しは，国際段階でＰＣＴ第19

条又は第34条に基づき取り消し，その後に国内段階に移行した請求の範囲について，国内段

階で補正書を提出する場合に使用しなければならない。 
 
 例１：出願時の請求の範囲１-10；差替え用紙に列挙した請求の範囲１-20を伴う第19条・

第34条補正において，請求の範囲１-10は変更なし，請求の範囲11-20は追加の場

合。37 CFR 1.121に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり：請求の

範囲１-10「変更なし｣，請求の範囲11-20「過去に提出｣。 
 
 例２：出願時の請求の範囲１-10；差替え用紙に列挙した請求の範囲１-９を伴う第19条・

第34条補正において，請求の範囲１-９は変更なし，請求の範囲10は取消の場合。37

CFR 1.121に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり：請求の範囲１-

９「変更なし｣，請求の範囲10「取消｣。 
 
 例３：出願時の請求の範囲１-10；差替え用紙に列挙した請求の範囲１-９を伴う第19条・

第34条補正において，請求の範囲１は変更なし，請求の範囲２は取消，請求の範囲

３-10は請求の範囲２-９に番号修正の場合。37 CFR 1.121に基づく更なる補正前の

請求の範囲の状況は次のとおり：請求の範囲１「変更なし｣，請求の範囲２-９「過

去に提出｣，請求の範囲10「取消｣。 

 

 例４：出願時の請求の範囲１-10；差替え用紙に列挙した請求の範囲１-10を伴う第19条・

第34条補正において，請求の範囲１及び３-10は変更なし，請求の範囲２は取消の場

合。37 CFR 1.121に基づく更なる補正前の請求の範囲の状況は次のとおり：請求の

範囲１及び３-10「変更なし｣，請求の範囲２「取消｣。 
 
 適用される規則に従い提出しなかった補正案は記入しない。たとえば改訂版の請求の範囲

１セットを国内段階書類とともに提出する場合，37 CFR 1.121(c)に従う請求の範囲の予備的

補正がなければ，出願記録中の請求の範囲を有効に補正するものとされない。 

 
37 CFR 1.18 US. 35 付与手数料 

 特許証発行手数料は，特許許可通知を郵送した後，延長が不可能な３か月の期間内に支払

わなければならない。特許証発行手数料の額は附属書US.Ⅰに示されている。 
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37 CFR 1.20 US. 36 維持手数料 
 特許証の発行後，特許付与後４年以上維持するための手数料を支払わなければならない。

最初の維持手数料は特許付与後３年６か月までに支払う。出願人が当該期間内に支払わなけ

れば，ＵＳＰＴＯは出願人に支払うよう求める。当該通知を受領しない場合であっても維持

手数料の不払は許されない。支払期日から６か月以内であれば割増料を伴い当該維持手数料

を支払うことができる。維持手数料及び割増料の額並びに支払期日は附属書US.Ⅰに示され

ている。 
 

PCT Art. 23(2) 

35 USC 371(f) 

US. 37 ＵＳＰＴＯに対する国内段階の早期開始 
 出願人は，国内段階移行期間の終了前にＵＳＰＴＯによる出願審査の開始を希望する場

合，その旨の明示の請求を行い，基本国内手数料，国際出願の写し，国際出願の翻訳文（要

求された場合）及び出願人の宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。早期開始の明示

の請求は，たとえばUS.05で言及し附属書US.Ⅲの中に掲載されている，国内段階移行用の

様式ＰＴＯ-1390の該当する欄にチェック印を付すことによっても可能である。 
 

 US. 38 出願人がＵＳＰＴＯによる早期審査を請求する場合，｢出願データ用紙」の提出に

よって発明者の宣誓書又は宣言書の提出を繰り延べる仕組み（US.26参照）は適用されな

い。この出願の早期審査には宣誓書若しくは宣言書（又は該当すれば，これに代わる説明

書）の提出が要求される。 
 

35 USC 111 

120 

365(c) 

371(c) 

37 CFR 1.76 

1.78 

1.495(h) 

US. 39 継続，一部継続又は分割 
 出願人は，国内段階へ移行するための行為に代えて，国際出願が米国を指定しており，そ

の国際出願の継続出願，一部継続出願又は分割出願（以下「継続出願」という）を行う時点

で，取下げ若しくは放棄をしていない（又は取下げ若しくは放棄をしたものとみなされてい

ない）ことを条件として，継続出願をすることができる。ＵＳＰＴＯが，国内段階移行期

間，すなわち優先日から30か月以内に国際出願の写し及び国内基本手数料を受領していない

場合，その国際出願は，当該期間の満了後に放棄されたものとみなされる。国内段階移行期

間内に国内基本手数料が支払われ，国際出願の写しが国際事務局から通知されたが，追加的

な国内段階要件（たとえば英語翻訳文，追加の所定手数料）が充足されていない場合には，

その追加的に要求される事項の提出を求める通知が出願人に送付される。出願人がＵＳＰＴ

Ｏの定める期間内にその通知に適切に応答しない場合，国際出願は放棄されたものとみなさ

れる。 
 

 US. 40 基本的に継続出願のための通常の手続が適用される。出願人は，米国を指定した国

際出願の国際出願日の利益を主張して出願データ用紙（US.06参照）を提出しなければなら

ない。出願データ用紙における国際出願の言及では，国際出願番号及び国際出願日によって

国際出願を特定し，更に出願との関係（すなわち継続，一部継続又は分割）を表示しなけれ

ばならない。この国際出願についての言及は，継続出願が係属中であって，継続出願の実際

の出願日から４か月以内又は国際出願日から16か月以内のいずれか遅く満了する期間内に提

出しなければならない。この期間は延長できない。ＵＳＰＴＯは，出願が英語以外の言語に

よるものであれば，当該出願の英語による翻訳文とともに，国際出願の証明付謄本の提出を

要求することができる。継続出願は，ＵＳＰＴＯが通知で定めた期間内に，英語による翻訳

文の提出及び割増料の支払（附属書US.Ⅰ参照）を条件として，英語以外の言語で行うこと

ができる。継続出願の出願時に，基本出願手数料が支払われていない又は発明者の宣誓書若

しくは宣言書が提出されていない場合であっても，ＵＳＰＴＯが通知で定めた期間内に割増

料を支払うことによって当該要件を満たすことができる。附属書US.Ⅲに掲載する様式ＰＴ

Ｏ-1390をこの目的のために用いることは不適切である。 
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PCT Art. 25 

PCT Rule 51 

35 USC 367 

37 CFR 1.182 

US. 41 ＰＣＴ第25条の規定に基づく検査 
 関係手続は国内段階6.018から6.021項に概説されている。ＰＣＴ第25条の規定に基づく検

査に関し，ＵＳＰＴＯが一部の受理官庁若しくは国際事務局の過失を否定する場合には，Ｕ

ＳＰＴＯ長官に申請することができる。申請には関係事実，検査の箇所及び申請する行為を

記述しなければならない。同時に附属書US.Ⅰに表示されている申請手数料を支払わなけれ

ばならない。手続から２か月以内に申請しなければ，時期を逸したものとして却下される。

 
PCT Art. 48(2) 

PCT Rule 82bis 

37 CFR 1.137 

US. 42 期間を遵守しなかったことによる遅滞についての許容 
 国際段階において期間を遵守しなかったことによって放棄された出願，又はＵＳＰＴＯに

対し法定の期間内に遂行しなかったことによって放棄された出願は，その遅延が故意による

ものでなかった旨をＵＳＰＴＯが納得するように証明すれば，係属中の出願として回復する

ことができる。放棄された出願の回復請求は書面で行い，附属書US.Ⅰに表示す額の請求手数

料，不履行の行為の適切な応答（既に行っている場合を除く)，及び遅延全体が故意によるも

のでない旨の説明を付さなければならない。ＵＳＰＴＯは故意によるものでなく放棄された

国際出願の回復請求に使用する様式ＰＴＯ/ＳＢ/64ＰＣＴ（附属書US.ⅩⅣ参照）を用意して

いる（この様式の使用は任意である)。 

 
 

 
 
37 CFR 1.136 

US. 43 連邦規則は，特別な状況における手続又は応答のための期間を延長する，２種類の

手続を規定している（特別の状況で使用される手続は事情による)。 
 
  (i) 37 CFR 1.136(a)は，出願人が応答延長手数料（附属書US.Ⅰ参照）の支払を条件と

して，所定の手続期間の終了後５か月まで，期間延長申請を認めている。ただし，次の場合

を除く。 
 

   (1) 適用外のもの， 
 

   (2) インターフェアレンス手続中である， 
 

   (3) 出願人がオフィシャルアクションで延長不可能の旨の通知を受けた， 
 

   (4) 法定の期間に基づく延長期間が設定されていない。 
 
  延長申請及び手数料は，応答書の提出前若しくは提出後，又は応答書とともに提出する

ことができるが，手数料は延長された期間内に支払わなければならない。延長申請及び手数

料の支払によって，上述した場合を除き，支払われた手数料に応じて５か月まで手続期間が

延長される。37 CFR 1.495に基づく基本国内手数料及び国際出願の写しを提出するための期

間は延長できない。 
 
  (ii) 国内段階に入った後，37 CFR 1.136(b)は，同1.136(a)の手続が利用できない場合

であって，短縮された法定の期間に基づく追加の期間がある場合，又は法定の期間が適用さ

れない場合，十分な理由を示すことによって，短縮された法定又は法定以外の期間を延長申

請する手続について規定している。 
 
 37 CFR 1.136(a)の延長申請及び手数料支払の手続は通常，応答期間の満了後５か月以内に

可能であるが，37 CFR 1.136(b)の規定の理由による延長の請求は応答期間内に行わなければ

ならない。期間延長申請の手数料の額は附属書US.Ⅰに表示されている。 
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37 CFR 3.21 
3.24 
3.28 
3.31 

US. 44 譲渡書類の登録 
 ＵＳＰＴＯは米国を指定する国際特許出願に関する譲渡を登録する。譲渡書においては国

際出願番号で出願を識別しなければならない。登録のために提出された各書類には国際出願

に言及するカバー用紙を添付しなければならない。登録様式カバー用紙見本は附属書US.Ⅹ
Ⅲに含まれている。各表紙には次のものが含まれる。 
 
  1) 利益を譲渡する当事者の氏名 
 
  2) 利益を受け取る当事者の氏名及び住所 
 
  3) 譲渡される利益又は登録される取引の明細 
 
  4) 出願番号 
 
  5) 書類の登録請求に関する通信が郵送される当事者の氏名及び住所 
 
  6) 表紙に明示される出願，特許又は登録番号の件数及び総手数料 
 
  7) 書類が作成された日 
 
  8) 書類を送付する者の知識並びに信条が及ぶ限り，表紙に含まれている情報は真正かつ

正確であり，送付された写しは原本の真正な写しであることの陳述書 
 
  9) 書類を送付する当事者の署名 
 

 US. 45 譲渡証書は旧電子特許譲渡システム（ＥＰＡＳ）に代わるAssignment Center経由で

電子的に提出することができる。Assignment Centerは次のアドレスから直接アクセスでき

る：https://assignmentcenter.uspto.gov. 譲渡の電子提出に関する一般情報は，譲渡事業

部利用者サービスデスク，東部標準時間午前8時30分から午後5時まで電話番号 (1-571) 272-

3350，電子メール assignmentcenter@uspto.gov から入手できる。譲渡証書はPatent Center

経由で提出できないことに出願人は留意されたい。 

 
37 CFR 1.211 

1.213 

1.221 

US. 46 出願公開 
 35 USC 371 の要件を満たす国際出願及び国際出願からの継続出願（US.39参照）はそれぞ

れ，利益が求められている最先の出願日から18か月の期間満了後すみやかに公開される。た

だし，次のいずれかに該当する場合を除く。(1) 出願が既に係属していない，(2) 出願が国

家安全規定に該当する，(3) 出願についての特許が発行されている，(4) 37 CFR 1.213(a)の

要件を満たし，非公開の請求を伴って出願された（国際出願で米国に追加して又は米国以外

にいずれの国を指定している場合，非公開請求をすることはできない)。特許が付与される前

に公開手数料（附属書US.Ⅰ参照）を支払わなければならない。本段落に基づき出願が公開

されなかった場合，(支払済であれば）公開手数料は払い戻される。 
 

35 USC 154(d) 

37 CFR 1.417 

US. 47 仮特許権 
 35 USC 154(d)は国際出願に基づく仮特許権を規定している。この特許権には，米国を指定

する国際特許出願が英語で公開された場合にはＰＣＴ第21条(2)(a)に基づく公開日に開始す

る期間，又は英語以外の言語で公開された場合には公開の英語翻訳文をＵＳＰＴＯが受領後

に特許が発行されるまでの期間，35 USC 154(d)(1)に列挙する行為のいずれかに参加してい

る者からロイヤリティ相当額を受け取る権利も含まれる。35 USC 154(d)(4)に基づき国際出

願又は国際出願の英語翻訳文を提出する場合には，関係する国際出願を明確に特定し（37 

CFR 1.5(a))，更にそれが 37 CFR 1.495 に基づくものでない限り，35 USC 154(d)(4)に基づ

く提出である旨を明確に特定しなければならない。この処理を行わなければ，提出は 35 USC 

111(a)に基づくものとして扱われる。この提出には「Mail Stop PCT」にチェック印を付すべ

きである。特許の請求の範囲に記載された発明が，国際出願の公開時に請求の範囲に記載さ

れた発明と実質的に同一でなければ，適正なロイヤリティ額を受け取る権利は得られない。
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 US. 48 様 式 
 すべての様式は https://www.uspto.gov/patents/apply/forms からオンラインで入手する

ことができる。 
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U SU S

手   数   料１ 
（通貨：米国・ドル） 

国内手数料２  

 小規模 
事業体３ 

極小規模
事業体４

基本国内手数料（37 CFR 1.492(a)）……………………………………………………………… 350 (140) (70)

調査手数料（37 CFR 1.492(b)）： 

－ 国際予備審査機関（ＵＳ）が特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章）を作成する， 

  又は国際調査機関（ＵＳ）が書面による見解を作成した場合であって，提出された 

  すべての請求の範囲がＰＣＴ第33条(1)から(4)までの規定を満たしている場合 ……

－ 国際調査機関としてのＵＳＰＴＯに支払う国際調査手数料 ……………………………

－ 米国以外の国際調査機関が調査報告書を作成した場合であって，調査報告が 

  提出される又は国際事務局から既にＵＳＰＴＯに送達されている場合 ………………

－ その他の状況すべて …………………………………………………………………………

 

 

 

0 

150 

 

580 

770 

 

 

 

(0) 

(60) 

 

(232) 

(308) 

(0)

(30)

(116)

(154)

審査手数料（37 CFR 1.492(c)）： 

－ 国際予備審査機関（ＵＳ）が特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章）を作成する， 

  又は国際調査機関（ＵＳ）が書面による見解を作成した場合であって，提出された 

  すべての請求の範囲がＰＣＴ第33条(1)から(4)までの規定を満たしている場合 ……

－ その他の状況すべて …………………………………………………………………………

 

 

 

0 

880 

 

 

 

(0) 

(352) 

(0)

(176)

100枚を超える明細書及び図面，50枚又はその端数ごと 

（電子媒体で提出された配列リスト又はコンピュータプログラムを除く） 

（37 CFR 1.492(j)）…………………………………………………………………………………

 

 

450 

 

 

(180) (90)

追加の請求の範囲の手数料，３個を超える独立形式の請求の範囲がある場合 
３個を超える各独立形式の請求の範囲につき（37 CFR 1.492(d)） …………………………

 

600 

 

(240) (120)

20個を超える請求の範囲がある場合（独立形式又は従属形式)， 

20個を超える各請求の範囲につき（37 CFR 1.492(e)） ………………………………………

 

200 

 

(80) (40)

多数項引用形式の請求の範囲の手数料，当該出願が１個以上の 
多数項引用形式の請求の範囲がある場合，１出願につき（37 CFR 1.492(f))５ ……………

 

925 

 

(370) (185)

国内段階手続の開始日後の，調査手数料若しくは審査手数料の支払，又は誓約書 

若しくは宣言書の提出のための割増料（37 CFR 1.492(h)） …………………………………

 

170 

 

(68) (34)

ＰＣＴ第22条又は第39条(1)の規定に基づく当該期間経過後の国際出願の英語による 

翻訳文提出のための手数料（37 CFR 1.492(i)） ………………………………………………

 

150 

 

(60) (30)

国内手数料の減額   

国内手数料の減額は，上記に掲げられている国内手数料に示されている。   

その他の手数料 
  

公開手数料（37 CFR 1.18(d)(1)） …………………………………………………………… 0 (0) (0)

再公開の公開手数料（37 CFR 1.18(d)(3)） ………………………………………………… 344 (344) (344)

         
１ 手数料は定期的に変更される。適用される額については米国特許商標庁に問い合わせるか現行のＵＳＰＴＯ手数

料表 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule を参照。 

２ 国内手数料計算用紙は附属書ＵＳ.Ⅲに示す。 
３ 小規模事業体の資格は，その旨を単に書面で申立てるか，又は 37 CFR 1.492(a)に規定されている小規模事業体

基本国内手数料を正確に支払えば確立される（37 CFR 1.27, 国内編ＵＳ.14，並びに附属書ＵＳ.Ⅴ及び附属書

ＵＳ.Ⅵ参照)。 

４ 「極小規模事業体」の資格についての詳細は次のウェブサイトの75033頁を参照されたい。 

https://www.uspto.gov/aia_implementation/77fr75019.pdf 

５ 請求の範囲の手数料の計算において，多数項引用形式の請求の範囲は，それが引用する請求の範囲の数と同数の

別個の請求の範囲の数があるとして扱われる。多数項引用形式の請求の範囲に従属する請求の範囲も同様である

（たとえば，３個の請求の範囲を引用する請求の範囲は３個の従属形式の請求の範囲の手数料が必要である)。 
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U S  

その他の手数料（続き）  

 小規模 
 事業体３ 

極小規模
 事業体４

実用特許証の発行手数料（37 CFR 1.18(a)(1)） …………………………………………… 1,290 (516) (258)

再発行特許証の発行手数料（37 CFR 1.18(a)(1)） ………………………………………… 1,290 (516) (258)

維持手数料８   

－ 特許権の４年を超える維持 
  （付与後３年６か月までに支払う）(37 CFR 1.20(e)） ………………………………

 

2,150 

 

(860) (430)

－ 特許権の８年を超える維持 
  （付与後７年６か月までに支払う）(37 CFR 1.20(f)） ………………………………

 

4,040 (1,616) (808)

－ 特許権の12年を超える維持 

  （付与後11年６か月までに支払う）(37 CFR 1.20(g)） ………………………………

 

8,280 (3,312) (1,656)

大規模配列表提出手数料   

－ 300MBから800MBまでの配列表提出（37 CFR 1.21(o)(1)）………………………………

－ 800MBを超える配列表提出（37 CFR 1.21(o)(2)）………………………………………

1,140 

 11,290 

(456) 

(4,516) 

(228)

(2,258)

特許出願処理手数料  

37 CFR 1.136(a)の規定による応答延長手数料 
－ １か月目以内（37 CFR 1.17(a)(1)） …………………………………………………

－ ２か月目以内（37 CFR 1.17(a)(2)） …………………………………………………

－ ３か月目以内（37 CFR 1.17(a)(3)） …………………………………………………

－ ４か月目以内（37 CFR 1.17(a)(4)） …………………………………………………

－ ５か月目以内（37 CFR 1.17(a)(5)） …………………………………………………

 

235 

690 

1,590 

2,495 

3,395 

(94) 

(276) 

(636) 

(998) 

(1,358) 

(47)

(138)

(318)

(499)

(679)

37 CFR 1.97(c)及び(d)の規定による情報開示説明書の送付（37 CFR 1.17(p)）………… 280    (112)       (56)

長官に対する申請  

申請手数料： 

－37 CFR 1.55(c)に基づく先の外国出願の優先権回復（37 CFR 1.17(m)(3)）……………

－37 CFR 1.55(e)に基づく先の外国出願の優先権主張が故意でなく遅滞した場合の許容,

 ２年以下の遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(2)）………………………………………………

－37 CFR 1.55(e)に基づく先の外国出願の優先権主張が故意でなく遅滞した場合の許容,

 ２年を超える遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(1)）……………………………………………

－37 CFR 1.55(f)に基づき適用される期間経過後に提出された外国優先出願の 

 証明付謄本の許容（37 CFR 1.17(g)(1)）……………………………………………………

－37 CFR 1.78(b)に基づく先の米国仮出願の優先権回復（37 CFR 1.17(m)(3)）…………

－37 CFR 1.78(c)に基づく先の米国仮出願の利益主張が故意でなく遅滞した場合の許容,

 ２年以下の遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(2)）………………………………………………

－37 CFR 1.78(c)に基づく先の米国仮出願の利益主張が故意でなく遅滞した場合の許容,

 ２年を超える遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(1)）……………………………………………

－37 CFR 1.78(e)に基づく先の仮出願でない米国出願又は国際出願の利益主張が故意で

 なく遅滞した場合の許容，２年以下の遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(2)）………………

－37 CFR 1.78(e)に基づく先の仮出願でない米国出願又は国際出願の利益主張が故意で

 なく遅滞した場合の許容，２年を超える遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(1)）……………

－37 CFR 1.137(a)に基づく故意ではなく放棄された出願の復活， 

 ２年以下の遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(2)）………………………………………………

－37 CFR 1.137(a)に基づく故意ではなく放棄された出願の復活， 

 ２年を超える遅滞の場合（37 CFR 1.17(m)(1)）……………………………………………

－特別に規定されていない問題に関する決定（37 CFR 1.182）(37 CFR 1.17(f)）………

 

2,260 

 

2,260 

 

3,000 

 

235 

2,260 

 

 2,260 

 

3,000 

 

2,260 

 

3,000 

 

2,260 

 

3,000 

450 

 

(904) 

 

(904) 

 

(1,200) 

 

(94) 

(904) 

 

(904) 

 

 (1,200) 

 

(904) 

 

(1,200) 

 

(904) 

 

(1,200) 

 (180) 

(452)

(452)

(600)

(47)

(452)

(452)

(600)

(452)

(600)

(452)

(600)

(90)

 

         
６ 脚注３を参照。 
７ 脚注４を参照。 
８ 維持手数料は1980年12月12日以後の国際出願について支払う。支払期日における最新の維持手数料の額はＵＳＰ

ＴＯ手数料表 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule を参照。 
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手数料の支払方法 

 すべての支払は，米国・ドル建で行う。 
 
 すべての支払は，次の方法で行うことができる。 
 －米国郵便為替（37 CFR 1.23） 
 －小切手（37 CFR 1.23） 
 －ＵＳＰＴＯ預金口座（37 CFR 1.25） 
 －クレジットカード（37 CFR 1.23(b)） 
 －暗証番号が不要なプリペイドカードを含む，デビットカード 
 －電信送金 
 －Financial Manager内に保有しており，ACH Network経由で決済可能なオンライン講座を通じた，ACH Debit経由 

  での電子送金（ＥＦＴ） 
 

 為替及び小切手は，「米国特許商標庁長官（Director of the U.S. Patent and Trademark Office)」宛に米国・

ドル建で支払わなければならない。外国からの送金は，必要手数料の全額が米国内で即時受領換金可能なものでなけ

ればならない。手数料の支払にはすべて，完全な出願番号，出願人の氏名・名称及び支払う手数料の種類を記載しな

ければならない。 
 

 すべての手数料の支払は，次のいずれかのクレジットカードで行うことができる。MasterCard，VISA，American 

Express又はDiscover。クレジットカードで支払を行う出願人は様式ＰＴＯ－2038（附属書ＵＳ.Ⅱ）を使用すべきで

ある。クレジットカードによる支払を包括的に認証することは認められない。手数料額は特定しなければならない。

クレジットカードの認証は１回限りとする。その後の支払には新たな認証が必要である。アドバイス：Patent 

Centerによる出願の場合には，Patent Centerによる提出時にＰＤＦ形式の様式ＰＴＯ-2038を添付してはならない。

添付した場合には，提出者のクレジットカード情報がPatent Center経由で表示されるおそれがある。提出者の個人

情報を保護するために，電子支払方式によるオンラインでの手数料支払が推奨される。様式ＰＴＯ-2038はＵＳＰＴ

Ｏに郵送又はファクシミリ送信のみとすべきである。国内基本手数料の支払時に様式ＰＴＯ-2038をＵＳＰＴＯに

ファクシミリ送信してはならない。 
 

 ＵＳＰＴＯ宛の電子送金に関する情報については，財務局：電話 (571) 272-6400 まで問合せされたい。 
 

 電子送金又は電子送金（ＥＦＴ）による支払を選択する出願人は，支払うべき手数料の全額をＵＳＰＴＯが受領し

ていることを確認すべきである。銀行手数料が差し引かれている場合，権利が失われるおそれがある。 
 

 ＵＳＰＴＯに対する手数料支払に認められる方法に関する追加情報は，次を参照されたい。 

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/accepted-payment-methods 
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U S  

米国特許商標庁 

クレジットカード支払様式の記入案内 
                                                      

 

プライバシー法に基づく申立 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について，あ

なたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U.S.C.第2条の権能に基づき，

この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人及び特許権者の情報を管理するために使

用され，これには，特許を求める又は特許が付与されている発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者

及びその法律上の代理人についての，氏名，国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式におい

て収集された情報について適用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent 

Application Filesであり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可

能です。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。 

 

1) 記録システムに法律違反又は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局 

 

2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これらの当局 

 

3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者 

 

4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求されるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省 

 

5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支援を要請した場合には，その個人に関する請求を行っ

た連邦議会議員 

 

6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所 

 

7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（すなわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に

基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧における，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目

的でその開示を使用してはならない 

 

8) 国家安全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的とする

場合には，その他の連邦当局 

 

9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM) 

 

10) 法律上の調整及び許可を目的とする場合には，行政管理予算局（OMB） 

 

あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査が

不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 

 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅱ，3頁

U S

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅲ，1頁

U S

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅲ，2頁

U S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅲ，3頁

U S

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅲ，4頁

U S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅲ，5頁

U S

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について，あ

なたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U.S.C.第2条の権能に基づき，

この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人及び特許権者の情報を管理するために使

用され，これには，特許を求める又は特許が付与されている発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者

及びその法律上の代理人についての，氏名，国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式におい

て収集された情報について適用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent 

Application Filesであり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可

能です。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システムに法律違反又

は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これら

の当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求さ

れるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支

援を要請した場合には，その個人に関する請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開

示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（す

なわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧にお

ける，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用してはならない。8) 国家安

全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的とする場合には，

その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目的とする

場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査

が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 

 

 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅶ，1頁

U S

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．Ⅶ，2頁

U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様

式について，あなたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 

U.S.C.第2条の権能に基づき，この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出

願人及び特許権者の情報を管理するために使用され，これには，特許を求める又は特許が付与されてい

る発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者及びその法律上の代理人についての，氏名，

国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式において収集された情報について適

用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files

であり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可能で

す。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システ

ムに法律違反又は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局か

ら要求された場合には，これらの当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情

報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求されるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 

記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支援を要請した場合には，その個人に関する

請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開示を含む，証拠提出手続に

おける，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（すなわちGSA

又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧

における，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用しては

ならない。8) 国家安全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規

定による検査を目的とする場合には，その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管

理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目的とする場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物につ

いて処理・審査が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれが

あります。 

 

 

 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．Ⅸ，1頁

U S

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．Ⅸ，2頁

U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について，あ

なたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U.S.C.第2条の権能に基づき，

この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人及び特許権者の情報を管理するために使

用され，これには，特許を求める又は特許が付与されている発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者

及びその法律上の代理人についての，氏名，国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式におい

て収集された情報について適用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent 

Application Filesであり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可

能です。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システムに法律違反又

は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これら

の当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求さ

れるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支

援を要請した場合には，その個人に関する請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開

示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（す

なわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧にお

ける，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用してはならない。8) 国家安

全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的とする場合には，

その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目的とする

場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査

が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 

 

追加的な利用 

 

 USPTOはこの記録における情報の追加的な利用として，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録が特許協力条

約に基づき行われた国際出願に関する場合には，世界知的所有権機関の国際事務局。2) 次のいずれかの場合には，公

衆。i) 35 U.S.C.第122条(b)の規定による出願公開後。ii) 35 U.S.C.第151条の規定による特許発行後。iii) 放棄処

分とされた又は手続が終了した出願において提出された記録であって，その出願が公開出願，公衆の閲覧に供された出

願，又は発行特許のいずれかとして引用された場合。iv) 37 CFR 1.14(a)(1)(v)-(vii)に規定する特別な状況において

は，出願又は特許の公開を伴わない場合。3) 記録閲覧の場合には，国立公文書記録管理局。 

 

 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．Ⅹ，1頁

U S

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．Ⅹ，2頁

U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様

式について，あなたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 

U.S.C.第2条の権能に基づき，この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出

願人及び特許権者の情報を管理するために使用され，これには，特許を求める又は特許が付与されてい

る発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者及びその法律上の代理人についての，氏名，

国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式において収集された情報について適

用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files

であり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可能で

す。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システ

ムに法律違反又は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局か

ら要求された場合には，これらの当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情

報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求されるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 

記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支援を要請した場合には，その個人に関する

請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開示を含む，証拠提出手続に

おける，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（すなわちGSA

又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧

における，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用しては

ならない。8) 国家安全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規

定による検査を目的とする場合には，その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管

理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目的とする場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物につ

いて処理・審査が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれが

あります。 

 

追加的な利用 

 

 USPTOはこの記録における情報の追加的な利用として，次に対する開示を含むことがあります。1) 記

録が特許協力条約に基づき行われた国際出願に関する場合には，世界知的所有権機関の国際事務局。2) 

次のいずれかの場合には，公衆。i) 35 U.S.C.第122条(b)の規定による出願公開後。ii) 35 U.S.C.第

151条の規定による特許発行後。iii) 放棄処分とされた又は手続が終了した出願において提出された記

録であって，その出願が公開出願，公衆の閲覧に供された出願，又は発行特許のいずれかとして引用さ

れた場合。iv) 37 CFR 1.14(a)(1)(v)-(vii)に規定する特別な状況においては，出願又は特許の公開を

伴わない場合。3) 記録閲覧の場合には，国立公文書記録管理局。 

 

 

 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．ⅩⅠ，1頁

U S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．ⅩⅠ，2頁

U S  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＰＣＴ出願人の手引－国内段階－国内編－ＵＳ 

(2025年4月版) 

附属書ＵＳ．ⅩⅠ，3頁

U S
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U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について，

あなたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U.S.C.第2条の権能に基づき，

この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人及び特許権者の情報を管理するために使

用され，これには，特許を求める又は特許が付与されている発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明

者及びその法律上の代理人についての，氏名，国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式に

おいて収集された情報について適用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent 

Application Filesであり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可

能です。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システムに法律違反又

は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これら

の当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求さ

れるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支

援を要請した場合には，その個人に関する請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開

示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係

（すなわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧

における，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用してはならない。8) 

国家安全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的とする場

合には，その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目

的とする場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査

が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 

 

追加的な利用 

 

 USPTOはこの記録における情報の追加的な利用として，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録が特許協力

条約に基づき行われた国際出願に関する場合には，世界知的所有権機関の国際事務局。2) 次のいずれかの場合には，

公衆。i) 35 U.S.C.第122条(b)の規定による出願公開後。ii) 35 U.S.C.第151条の規定による特許発行後。iii) 放棄

処分とされた又は手続が終了した出願において提出された記録であって，その出願が公開出願，公衆の閲覧に供され

た出願，又は発行特許のいずれかとして引用された場合。iv) 37 CFR 1.14(a)(1)(v)-(vii)に規定する特別な状況に

おいては，出願又は特許の公開を伴わない場合。3) 記録閲覧の場合には，国立公文書記録管理局。 
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(2025年4月改定版) 

附属書ＵＳ．ⅩⅡ，2頁

U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について，あ

なたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U.S.C.第2条の権能に基づき，

この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人及び特許権者の情報を管理するために使

用され，これには，特許を求める又は特許が付与されている発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者

及びその法律上の代理人についての，氏名，国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式におい

て収集された情報について適用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent 

Application Filesであり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可

能です。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システムに法律違反又

は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これら

の当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求さ

れるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支

援を要請した場合には，その個人に関する請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開

示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（す

なわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧にお

ける，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用してはならない。8) 国家安

全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的とする場合には，

その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目的とする

場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査

が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 
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U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について，あ

なたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 U.S.C.第2条の権能に基づき，

この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出願人及び特許権者の情報を管理するために使

用され，これには，特許を求める又は特許が付与されている発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者

及びその法律上の代理人についての，氏名，国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式におい

て収集された情報について適用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent 

Application Filesであり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可

能です。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

 この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。1) 記録システムに法律違反又

は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局。2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これら

の当局。3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者。4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求さ

れるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省。5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支

援を要請した場合には，その個人に関する請求を行った連邦議会議員。6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開

示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所。7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（す

なわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧にお

ける，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用してはならない。8) 国家安

全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的とする場合には，

その他の連邦当局。9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM)。10) 法律上の調整及び許可を目的とする

場合には，行政管理予算局（OMB)。 

 

 あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査

が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 
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U S  

プライバシー法に基づく申立 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様式について一定

の情報を示すように要求されます。したがいまして，同法律の要件に従い，次をお知らせします。(1) この情報収集全

般の典拠は35 U.S.C.2(b)(2)です。(2) 要求された情報の提出は自発的なものです。(3) 米国特許商標庁が情報を利用

する主要目的は，特許出願若しくは特許に関するあなたの提出物を処理又は審査することです。あなたがこの様式で要

求された情報を提出しなければ，米国特許商標庁はあなたの提出物の処理・審査が不可能となり，結果的に手続の終了，

出願の放棄，又は特許の失効となるおそれがあります。 

 

この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。 

 

1) 記録システムに法律違反又は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局 

 

2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これらの当局 

 

3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者 

 

4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求されるのか否かの判断を目的とする場合には，司法省 

 

5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支援を要請した場合には，その個人に関する請求を

行った連邦議会議員 

 

6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，行政審判所 

 

7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（すなわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条及び第2906

条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧における，連邦行政官，GSA，その他の指定機関，ただし個人を特

定する目的でその開示を使用してはならない 

 

8) 国家安全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検査を目的と

する場合には，その他の連邦当局 

 

9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM) 

 

10) 法律上の調整及び許可を目的とする場合には，行政管理予算局（OMB） 

 

あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物について処理・審査

が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあります。 
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附属書ＵＳ．ⅩⅢ，2頁

U S  

Patents Cover Sheets（特許カバー用紙）の記入ガイド（PTO-1595） 
 
 記録すべき文書ごとにカバー用紙の情報を提出してください。記録すべき文書が特許及び商標の両方に関係し

ている場合には，特許及び商標で別個のカバー用紙を使用し，継続する情報用の附属頁を含んだものを，文書に

添付してください。カバー用紙のすべての頁には連続番号を付すようにしてください。たとえば特許及び商標用

のカバー用紙を使用し，特許及び商標の両方について追加１頁分の継続情報がある場合には，カバー用紙の頁番

号は１から４までになります。 
 
項目１ Name of Conveying Party(ies)（譲渡人の名前） 

 利益を譲り渡す当事者（複数の場合を含む）のフルネームを記入してください。スペースが不足する場合には，

｢Yes」欄にチェック印を入れ，追加情報を添付する旨を表示します。追加される譲渡人の名前は，追加頁に，項

目１の継続情報である旨を明確に表示するようにしてください。附属頁に情報が含まれなければ，｢No」欄に

チェック印を入れます。記録すべき文書が共同研究契約書であれば，受渡人としての特許権者又は特許出願人以

外の当事者の氏名を記入してください。 
 
項目２ Name and Address of Receiving Party(ies)（譲受人の名前及びあて名） 

 利益を譲り受ける当事者の中で最初の者の名前及び完全なあて名を記入してください。利益を譲り受ける当事

者が複数いる場合には，｢Yes」欄にチェック印を入れ，追加情報を添付する旨を表示します。附属頁に情報が含

まれなければ，｢No」欄にチェック印を入れます。記録すべき文書が共同研究契約書であれば，受取人としての

特許権者又は特許出願人である当事者の氏名を記入してください。 
 

項目３ Nature of Conveyance/Execution Date(s)（譲渡の性質／作成日） 

 文書作成日を記入してください。日付の混乱を最小限とするために，月名又はその略称の使用が推奨されます。

譲渡される書類の性質を適切に説明している欄にチェック印を入れてください。｢Other」欄にチェック印を入れ

る場合には，譲渡の性質を特定してください。 
 
項目４ Application Number(s) or Patent Number(s)（出願番号及び特許番号） 

 書類の記録対象となる出願番号・特許番号を記入してください。国内出願番号はシリーズコード及び６桁の番

号の両方（例：07/123.456)，国際出願番号は完全な番号（例：PCT/US91/12345）を記載してください。 

 附属頁に追加の番号が記載されている場合には，｢Yes」又は「No」の適切な欄にチェック印を入れます。項目

４の継続として附属頁に記載される番号を特定するようお願いいたします。更にこの譲渡を宣誓書又は申立てと

して提出する場合にはチェック印を記入してください（37 CFR 1.63)。 
 
項目５ Name and Address of Party to whom correspondence concerning the document should be mailed 

    （文書に関する連絡の郵送先である当事者の名前及びあて名） 

 連絡の郵送先である当事者の名前及びあて名を記入してください。 
 
項目６ Total Applications and Patents involved（対象となる出願及び特許の総数） 

 記録の対象として特定される出願及び特許の総数を記入してください。カバー用紙及び追加頁に，すべての出

願及び特許の表示を含むようにお願いいたします。 
 
項目７ Total Fee Enclosed（同封手数料の総額） 

 同封した又は支払を了承した手数料の総額を記入してください。文書を記録する出願及び特許ごとに手数料が

必要となります。 
 
項目８ Payment Information（支払方法） 

 引き落としを承認するために，預金口座番号及び承認されている利用者名を記入してください。 
 
項目９ Signature（署名） 

 文書提出者の名前を記入してください。提出者は，カバー用紙に署名し，日付を記入してください。カバー用

紙，附属用紙及び文書を含む用紙の総頁数を記入してください。 
 
この情報収集は，35 USC 261及び262，並びに15 USC 1057及び1060に基づき要求されるものです。この情報は，公衆が特許及
び商標の譲渡請求をするために（並びにUSPTOが処理をするために）使用されます。USPTOが情報を記録した後に，公衆は，こ
の特許及び商標，譲渡及びその他の関連書類に関する情報を閲覧することができます。秘密命令に基づき記録された文書，又
は連邦政府の利益に基づき記録された文書を閲覧するためには，書面による許可証を提出しなければなりません。この情報収
集様式を完了させるために必要な時間は，様式の回収，作成及びUSPTOへの提出を含み，およそ30分です。この様式を作成す
るために必要な時間に関する意見，又はその負担を削減するための提案がありましたら，Manager of the Assignment Divi-
sion, USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 までお知らせください。なお，このあて名に手数料又は作成済の
様式を送付しないでください。これらの送付先は，Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, 
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450です。 
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U S

特許譲渡記録様式カバー用紙についてのプライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L. 93-579）に基づき，あなたは上記の情報請求に関して一定の情報を示すように

要求されます。この情報収集は35 U.S.C.1，2，261及びE.O.9424によって認められています。この情報は主とし

てUSPTOが特許及び特許出願に関する譲渡の記録をするために使用されます。この情報の提出は任意ですが，

USPTOが請求された譲渡の記録を行うために必要です。あなたがカバー用紙で要求している情報を提供しなけれ

ば，譲渡は記録されず，すべての書類はあなたに返送されます。 

 

 情報を記録した後，公衆はその記録及び関連書類を閲覧することができ，秘密状態ではなくなります。ただし，

秘密命令に基づき封印された書類，又は未公開の特許出願に関する書類は閲覧することができません。未公開特

許出願に関する譲渡記録は，35 U.S.C.122によって秘密状態が維持されます。公衆の閲覧に供される記録は，特

許及び商標に関するその他の所有権利者を特定するために調査利用することができます。 

 

 あなたが提供した情報は，これ以外にも通常では，法律若しくは契約，補償契約，又はその他の利益に関して

未発見となっている違反行為の調査を含む，権利行使義務及び制定法上の又は規則上の任務の遂行を支援するた

めに，連邦，州，地域，又は外国の適切な当局に対する開示や，法廷，治安判事，行政裁判所での証拠提出手続

における開示，有権者からの支援要請に応える議員に対する開示，個人信用法制度の検証についての行政管理予

算局に対する開示，情報の自由に関する法律の要件に関する司法省に対する開示，自己の義務を遂行しているか

否かについての契約者に対する開示，人事の検証についての人事管理局に対する開示，そして，44 U.S.C.2904

及び2906に基づき認められる記録管理義務の一部としての総合業務管理局（GSA）に対する開示などを目的とし

て使用されることがあります。このGSAに対する開示は，個人を特定するために使用されることはありません。 
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U S  

プライバシー法に基づく申立 

 

 1974年プライバシー法（P.L.93-579）に基づき，あなたが特許出願又は特許に関して提出した添付様

式について，あなたに一定の情報を提供することが要求されています。米国特許商標庁（USPTO）は35 

U.S.C.第2条の権能に基づき，この記録における情報を収集します。USPTOの記録システムはすべての出

願人及び特許権者の情報を管理するために使用され，これには，特許を求める又は特許が付与されてい

る発明に関して，出願人・特許権者の行動に関与した発明者及びその法律上の代理人についての，氏名，

国籍，居所，郵送用あて名，その他の情報が含まれます。この様式において収集された情報について適

用される記録通知のプライバシー法に基づくシステムはCOMMERCE/PAT-TM-7 Patent Application Files

であり，78 FR 19243 (March 29, 2013) の連邦登録簿（Federal Register）の次のURLから閲覧可能で

す。https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf 

 

この記録における情報の通常時の利用には，次に対する開示を含むことがあります。 

 

1) 記録システムに法律違反又は違反のおそれが示された場合には，法律執行当局 

 

2) 連邦・州・地域・国際当局から要求された場合には，これらの当局 

 

3) 契約履行のために情報を必要とするUSPTOの契約者 

 

4) 情報自由法（FOIA）に基づき記録の開示が要求されるのか否かの判断を目的とする場合には，司法

省 

 

5) 記録に含まれる個人が，記録対象に関して連邦議会議員の支援を要請した場合には，その個人に関

する請求を行った連邦議会議員 

 

6) 和解交渉における相手方弁護士に対する開示を含む，証拠提出手続における，裁判所，治安判事，

行政審判所 

 

7) 一般調達局（GSA）規則及びその他の関係（すなわちGSA又は商事）司令に従い，44 U.S.C.第2904条

及び第2906条に基づく権能によってGSAが実施する記録閲覧における，連邦行政官，GSA，その他の指定

機関，ただし個人を特定する目的でその開示を使用してはならない 

 

8) 国家安全保障上の検査（35 U.S.C.第181条）及び原子力法（42 U.S.C.第218条(c)）の規定による検

査を目的とする場合には，その他の連邦当局 

 

9) 人事調査を目的とする場合には，人事管理局（OPM) 

 

10) 法律上の調整及び許可を目的とする場合には，行政管理予算局（OMB) 

 

あなたがこの様式において要求されている情報を提出しなかった場合，USPTOはあなたの提出物につい

て処理・審査が不可能となる場合があり，結果的に手続の終了，出願の放棄，特許の失効のおそれがあ

ります。 

 

 


